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平
成
２０
年
度
か
ら
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内

臓
脂
肪
症
候
群
）に
着
目
し
た
特
定
健
康
診
査
と

特
定
保
健
指
導
を
共
済
組
合
に
お
い
て
実
施
し
ま

す
。特

定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
と
は
？

特
定
健
康
診
査
の
受
診
方
法

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
医
療
構
造
改
革
の
ひ
と
つ
と
し
て
共

済
組
合
等
の
医
療
保
険
者
が
対
象
者
（
４０
歳
か
ら
７４
歳
ま
で

の
組
合
員
・
被
扶
養
者
）
に
対
し
て
、
内
臓
脂
肪
症
候
群
の

該
当
者
お
よ
び
リ
ス
ク
保
有
者
を
選
定
し
、
個
別
に
保
健
指

導
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

生
活
習
慣
病
の
予
防
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
習

慣
病
予
備
群
（
将
来
的
に
生
活
習
慣
病
の
患
者
と
な
る
者
）

を
減
ら
し
、
将
来
的
に
医
療
費
の
増
大
を
抑
制
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
検
査
数
値
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
は
次
の
い
ず
れ
か

の
場
合
で
す
。

●
高
血
圧
、
糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
で
服
薬
中
の
人

●
腹
囲
も
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
も
該
当
し
な
い
人

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
と
は
？

● 

特
定
健
康
診
査
受
診
券

　

た
だ
し
、次
の
場
合
は
特
定
健
康
診
査
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

・
年
度
の
途
中
で
他
の
保
険
者
と
当
共
済
組
合
と
の

間
で
異
動
が
あ
っ
た
者

・
妊
産
婦

・
刑
務
所
入
所
中
の
者

・
海
外
在
住
の
者

・
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
相
当
な
期
間
継
続

し
て
船
舶
内
に
い
る
者

・
病
院
ま
た
は
診
療
施
設
に
６
月
以
上
継
続
し
て
入

院
し
て
い
る
者

・
法
に
定
め
る
障
害
者
支
援
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
介
護
保
険
施
設
等
へ
入
所
し
て
い
る
者

●
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
健
診
項

目
で
す
。

●
健
診
結
果
に
基
づ
き
、特
定
保
健
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

「
職
場
の
定
期
健
康
診
断
」や
共
済
組
合
が
指
定
す
る「
人

間
ド
ッ
ク
医
療
機
関
」、「
特
定
健
診
機
関
」で
の
健
診
は
特
定

健
康
診
査
の
検
査
項
目
が
全
て
含
ん
で
お
り
、受
診
さ
れ
た
方

の
健
診
デ
ー
タ
を
事
業
主
や
健
診
機
関
等
よ
り
共
済
組
合
に
提

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、特
定
健
康
診
査
の
受
診
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
し
ま
す
。

共
済
組
合
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

共
済
組
合
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

共
済
組
合
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

●
対
象
者
は
４０
歳
〜
74
歳
ま
で
の

組
合
員
お
よ
び
被
扶
養
者
で
す
。

任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
で
す
。

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
は
、動
脈
硬
化
を
促
進
し
、心
筋

梗
塞
や
脳
梗
塞
、糖
尿
病
の
悪
化
を
招
く
要
因
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

内
臓
脂
肪
型
肥
満
を
中
心
に
、血
圧
値（
高
血
圧
予
備
群
）、

血
中
脂
質
異
常（
高
中
性
脂
肪
血
症
と
低
Ｈ
Ｄ
Ｌ
血
症
）、高
血

　

受
診
券
は
組
合
員
の
被
扶
養
者
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び

そ
の
被
扶
養
者
に
毎
年
発
行
さ
れ
、当
該
年
度
内
の
有
効
と
な

り
ま
す
。（
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
共
済
組
合
が
助
成
す
る
人

間
ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
る
場
合
、人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
項
目
に
特

定
健
康
診
査
の
検
査
項
目
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、特
定
健

康
診
査
を
改
め
て
受
診
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

組
合
員
の
被
扶
養
者
の
受
診
券
は
、平
成
２０
年
6
月
中
に
所

属
所
を
経
由
し
て
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
の
受
診
券

は
、共
済
組
合
か
ら
居
住
地
へ
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

受
診
券
に
は
受
診
者
氏
名
等
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、ご
本
人

の
み
使
用
で
き
ま
す
。

　

受
診
券
と
共
済
組
合
が
発
行
し
て
い
る
組
合
員
被
扶
養
者

証
、任
意
継
続
組
合
員
証
、任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
を

指
定
の
健
診
機
関
等
の
窓
口
に
提
出
し
、特
定
健
診
を
受
診
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、特
定
健
康
診
査
を
受
診
す
る
前
に
組
合
員
の
被
扶
養

者
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
の
資
格
を
喪
失

し
た
場
合
に
は
受
診
券
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、受
診
券
と

お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
各
証
と
あ
わ
せ
共
済
組
合
に
返
納
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

肥満の
タイプ

（
１
）腹
囲
　

男
85 

ｃｍ 

以
上
、女
９０ 

ｃｍ 

以
上

（
２
）腹
囲
は
該
当
し
な
い
が
、Ｂ
Ｍ
Ｉ
が
２５
以
上

糖（
糖
尿
病
予
備
群
）の
う
ち
い
ず
れ
か
２
つ
以
上
該
当
す
る

と
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
診
断
さ
れ
ま
す
。

階層化の
追加リスク

①血糖

空腹時
血糖 mg/ｄℓ  ～99  100～125

35～39

130～139

85～89

150～299

5.2～6.0 ～5.1

 ～149

40～

～129

～84

mg/ｄℓ

mg/ｄℓ

mmHg

mmHg

%

収縮期

拡張期

ＨＤＬ
コレステ
ロール

中性
脂肪

ＨｂＡ１ｃ

③血圧

BMI = 体重（kg） ÷ 身長（m）の2乗

②脂質

単位 基準値 保健指導
判定値

組合員

被扶養者

任意継続組合員
および

その被扶養者

特定健康診査の受診方法 健診等の費用および助成

①自己負担・・・・なし

②
・助成額：２０，０００円
・節目該当年齢（４０歳～６０歳まで
５歳刻み）助成額：３０，０００円

②
・助成額：１３，０００円
・節目該当年齢（４０歳～６０歳まで
５歳刻み）助成額：１９，０００円

①自己負担・・・・なし

②自己負担・・・・なし

③自己負担・・・・なし

①自己負担・・・・なし

①事業所（所属所）の定期健康診断を受診する。

②パートタイマー等で勤務先の事業所が行う定
期健康診断を受診される場合で、健診結果
データの提供をいただけるのであれば、特定
健康診査の受診があったものとみなします。
その際は、健診結果データを組合員の勤務
する所属所を通じて共済組合に提出してい
ただくことになります。

①共済組合が発行する特定健康診査受診券
で、指定の医療機関等で受診する。

③パートタイマー等で勤務先の事業所が行う定
期健康診断を受診される場合で、健診結果
データの提供をいただけるのであれば、特定
健康診査の受診があったものとみなします。
その際は、健診結果データを組合員の勤務
する所属所を通じて共済組合に提出してい
ただくことになります。

②共済組合が助成する人間ドックを受診する。

①共済組合が発行する受診券で、指定の健診
機関等で受診する。（※）

②共済組合が助成する人間ドックを受診する。

※特定健康診査を受診いただく健診機関等については、受診券を配布する際にお知らせします。
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平
成
２０
年
度
か
ら
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内

臓
脂
肪
症
候
群
）に
着
目
し
た
特
定
健
康
診
査
と

特
定
保
健
指
導
を
共
済
組
合
に
お
い
て
実
施
し
ま

す
。特

定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
と
は
？

特
定
健
康
診
査
の
受
診
方
法

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
医
療
構
造
改
革
の
ひ
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つ
と
し
て
共

済
組
合
等
の
医
療
保
険
者
が
対
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者
（
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歳
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ら
７４
歳
ま
で

の
組
合
員
・
被
扶
養
者
）
に
対
し
て
、
内
臓
脂
肪
症
候
群
の

該
当
者
お
よ
び
リ
ス
ク
保
有
者
を
選
定
し
、
個
別
に
保
健
指

導
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

生
活
習
慣
病
の
予
防
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
習

慣
病
予
備
群
（
将
来
的
に
生
活
習
慣
病
の
患
者
と
な
る
者
）

を
減
ら
し
、
将
来
的
に
医
療
費
の
増
大
を
抑
制
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
検
査
数
値
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
は
次
の
い
ず
れ
か

の
場
合
で
す
。

●
高
血
圧
、
糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
で
服
薬
中
の
人

●
腹
囲
も
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
も
該
当
し
な
い
人

メ
タ
ボ
リ
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ク
シ
ン
ド
ロ
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ム（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
と
は
？
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特
定
健
康
診
査
受
診
券

　

た
だ
し
、次
の
場
合
は
特
定
健
康
診
査
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

・
年
度
の
途
中
で
他
の
保
険
者
と
当
共
済
組
合
と
の

間
で
異
動
が
あ
っ
た
者

・
妊
産
婦

・
刑
務
所
入
所
中
の
者

・
海
外
在
住
の
者

・
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
相
当
な
期
間
継
続

し
て
船
舶
内
に
い
る
者

・
病
院
ま
た
は
診
療
施
設
に
６
月
以
上
継
続
し
て
入

院
し
て
い
る
者

・
法
に
定
め
る
障
害
者
支
援
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
介
護
保
険
施
設
等
へ
入
所
し
て
い
る
者

●
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
健
診
項

目
で
す
。

●
健
診
結
果
に
基
づ
き
、特
定
保
健
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

「
職
場
の
定
期
健
康
診
断
」や
共
済
組
合
が
指
定
す
る「
人

間
ド
ッ
ク
医
療
機
関
」、「
特
定
健
診
機
関
」で
の
健
診
は
特
定

健
康
診
査
の
検
査
項
目
が
全
て
含
ん
で
お
り
、受
診
さ
れ
た
方

の
健
診
デ
ー
タ
を
事
業
主
や
健
診
機
関
等
よ
り
共
済
組
合
に
提

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、特
定
健
康
診
査
の
受
診
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
し
ま
す
。

共
済
組
合
が
実
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・
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共
済
組
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・
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組
合
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・
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指
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の
ご
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内

●
対
象
者
は
４０
歳
〜
74
歳
ま
で
の

組
合
員
お
よ
び
被
扶
養
者
で
す
。

任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
で
す
。

　

メ
タ
ボ
リ
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シ
ン
ド
ロ
ー
ム
は
、動
脈
硬
化
を
促
進
し
、心
筋

梗
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や
脳
梗
塞
、糖
尿
病
の
悪
化
を
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要
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ま
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。
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予
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中
脂
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異
常（
高
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性
脂
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血
症
と
低
Ｈ
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血
症
）、高
血

　

受
診
券
は
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合
員
の
被
扶
養
者
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び

そ
の
被
扶
養
者
に
毎
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発
行
さ
れ
、当
該
年
度
内
の
有
効
と
な

り
ま
す
。（
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
共
済
組
合
が
助
成
す
る
人

間
ド
ッ
ク
を
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場
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間
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ッ
ク
の
検
査
項
目
に
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診
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の
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査
項
目
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ま
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ま
す
の
で
、特
定
健

康
診
査
を
改
め
て
受
診
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

組
合
員
の
被
扶
養
者
の
受
診
券
は
、平
成
２０
年
6
月
中
に
所

属
所
を
経
由
し
て
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
の
受
診
券

は
、共
済
組
合
か
ら
居
住
地
へ
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

受
診
券
に
は
受
診
者
氏
名
等
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、ご
本
人

の
み
使
用
で
き
ま
す
。

　

受
診
券
と
共
済
組
合
が
発
行
し
て
い
る
組
合
員
被
扶
養
者

証
、任
意
継
続
組
合
員
証
、任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
を

指
定
の
健
診
機
関
等
の
窓
口
に
提
出
し
、特
定
健
診
を
受
診
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、特
定
健
康
診
査
を
受
診
す
る
前
に
組
合
員
の
被
扶
養

者
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
の
資
格
を
喪
失

し
た
場
合
に
は
受
診
券
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、受
診
券
と

お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
各
証
と
あ
わ
せ
共
済
組
合
に
返
納
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

肥満の
タイプ

（
１
）腹
囲
　

男
85 

ｃｍ 

以
上
、女
９０ 

ｃｍ 

以
上

（
２
）腹
囲
は
該
当
し
な
い
が
、Ｂ
Ｍ
Ｉ
が
２５
以
上

糖（
糖
尿
病
予
備
群
）の
う
ち
い
ず
れ
か
２
つ
以
上
該
当
す
る

と
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
診
断
さ
れ
ま
す
。

階層化の
追加リスク

①血糖

空腹時
血糖 mg/ｄℓ  ～99  100～125

35～39

130～139

85～89

150～299

5.2～6.0 ～5.1

 ～149

40～

～129

～84

mg/ｄℓ

mg/ｄℓ

mmHg

mmHg

%

収縮期

拡張期

ＨＤＬ
コレステ
ロール

中性
脂肪

ＨｂＡ１ｃ

③血圧

BMI = 体重（kg） ÷ 身長（m）の2乗

②脂質

単位 基準値 保健指導
判定値

組合員

被扶養者

任意継続組合員
および

その被扶養者

特定健康診査の受診方法 健診等の費用および助成

①自己負担・・・・なし

②
・助成額：２０，０００円
・節目該当年齢（４０歳～６０歳まで
５歳刻み）助成額：３０，０００円

②
・助成額：１３，０００円
・節目該当年齢（４０歳～６０歳まで
５歳刻み）助成額：１９，０００円

①自己負担・・・・なし

②自己負担・・・・なし

③自己負担・・・・なし

①自己負担・・・・なし

①事業所（所属所）の定期健康診断を受診する。

②パートタイマー等で勤務先の事業所が行う定
期健康診断を受診される場合で、健診結果
データの提供をいただけるのであれば、特定
健康診査の受診があったものとみなします。
その際は、健診結果データを組合員の勤務
する所属所を通じて共済組合に提出してい
ただくことになります。

①共済組合が発行する特定健康診査受診券
で、指定の医療機関等で受診する。

③パートタイマー等で勤務先の事業所が行う定
期健康診断を受診される場合で、健診結果
データの提供をいただけるのであれば、特定
健康診査の受診があったものとみなします。
その際は、健診結果データを組合員の勤務
する所属所を通じて共済組合に提出してい
ただくことになります。

②共済組合が助成する人間ドックを受診する。

①共済組合が発行する受診券で、指定の健診
機関等で受診する。（※）

②共済組合が助成する人間ドックを受診する。

※特定健康診査を受診いただく健診機関等については、受診券を配布する際にお知らせします。
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特
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。
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し
、抽
出
し
た
保
健
指
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者
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対

し
て
特
定
保
健
指
導
利
用
券
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配
布
し
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本
的
に
は
、健
診

を
受
診
し
た
健
診
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関
等
で
特
定
保
健
指
導
を
受
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て
い
た
だ

き
ま
す
。（
や
む
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得
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い
理
由
等
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り
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を
受
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た
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関
等
で
指
導
を
受
け
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こ
と
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で
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い
場
合
は
、共
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組
合
が
指
定
す
る
そ
の
他
の
健
診
機
関
等
で
指
導
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。）

組合員

被扶養者

任意継続組合員
および

その被扶養者

特定健康診査の受診方法 特定保健指導の利用方法

①職場が指定する場所にて指導を受ける。

②共済組合が指定する健診機関等で指導を受
ける。

②共済組合が指定する健診機関等で指導を受
ける。

②人間ドックを受診した健診機関等で指導を受
ける。受診した健診機関等が特定保健指導
を実施していない場合は、共済組合が指定す
るその他の健診機関等で指導を受ける。

①特定健康診査を受診した健診機関等で指導
を受ける。受診した健診機関等が特定保健
指導を実施していない場合は、共済組合が
指定するその他の健診機関等で指導を受け
る。（※）

①特定健康診査を受診した健診機関等で指導
を受ける。受診した健診機関等が特定保健
指導を実施していない場合は、共済組合が
指定するその他の健診機関等にて指導を受
ける。

①職場の定期健康診断を受診し
た場合

②パートタイマー等で勤務先の
事業所が行う定期健康診断を
受診した場合

①共済組合が発行した受診券で
特定健康診査を受診した場合

②パートタイマー等で勤務先の
事業所が行う定期健康診断を
受診した場合

①共済組合が発行した受診券で
特定健康診査を受診した場合

②共済組合が助成する人間ドッ
クを受診した場合

生活習慣病の程度と階層化による保健指導レベル

STEP 1

STEP 2

STEP 3

肥満の
タイプ

腹囲　男８５ｃｍ以上、女９０ｃｍ以上　　　（１）

腹囲は該当しないが、ＢＭＩが２５以上　　　（２）

特定保健指導の対象とならないのは次のいず
れかの場合です。
○高血圧、糖尿病、脂質異常症で服薬中の人
○腹囲も、ＢＭＩも該当しない人

太っていても健康 
生活習慣病の程度

階層化の追加リスク

①～③の合計リスク個数 0個の人 情報提供

特定健康診査から特定保健指導への流れ

[Ａ] 個

単位

①血糖

②脂質

③血圧

④現在の喫煙
リ　ス　ク
あり
なし

1
0

空腹時血糖
ＨｂＡ１ｃ
中性脂肪
ＨＤＬコレステロール
収縮期
拡張期

mg/ｄℓ
%

mg/ｄℓ
mg/ｄℓ
mmHg
mmHg

 ～99
    ～5.1
 ～149
40～

  ～129
   ～84

 100～125
   5.2～6.0
150～299
 35～39
130～139
85～89

 126～
6.1～
300～
～34
140～
90～

 ０
０
０
０
０
０

 1

1

1

 1

1

1

基準値

肥満タイプ

リスク 保健指導判定値 リスク リスク受診勧奨判定値

以下、全て満たす場合

（１）
腹囲が　男８５ｃｍ以上　女９０ｃｍ以上

リスク数
１
２
３
4

40～64歳
動機づけ支援
積極的支援
積極的支援
積極的支援

65～74歳 65～74歳40～64歳
動機づけ支援
動機づけ支援
積極的支援
積極的支援

動機づけ支援 動機づけ支援

腹囲は該当しないが　ＢＭＩ２５以上
（2）

以下、どれか１つ該当以下、どれか１つ該当
生活習慣病予備群 生活習慣病予備群

個

特定健康診査受診券配布

特定健康診査受診人間ドック受診

健診結果に基づき階層化

特定保健指導利用券発行

特定保健指導の実施

定期健康診断受診

〔組合員と被扶養者〕〔組合員〕

[Ａ]が1個以上の関連リスク

[Ａ]＋④のリスク合計

〔被扶養者・任意継続組合員とその被扶養者〕

※情報提供：健康づくりのための情報を提供します。
※動機づけ支援：１回の個別面接で生活習慣改善のアドバイスを行い、半年後
に実施状況を確認します。
※積極的支援：個別面接など具体的なアドバイスを行い、半年後に実施状況を
確認します。

※特定保健指導を受けていただく健診機関等については、利用券を配布する際にお知らせします。
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組合員

被扶養者

任意継続組合員
および

その被扶養者

特定健康診査の受診方法 特定保健指導の利用方法

①職場が指定する場所にて指導を受ける。

②共済組合が指定する健診機関等で指導を受
ける。

②共済組合が指定する健診機関等で指導を受
ける。

②人間ドックを受診した健診機関等で指導を受
ける。受診した健診機関等が特定保健指導
を実施していない場合は、共済組合が指定す
るその他の健診機関等で指導を受ける。

①特定健康診査を受診した健診機関等で指導
を受ける。受診した健診機関等が特定保健
指導を実施していない場合は、共済組合が
指定するその他の健診機関等で指導を受け
る。（※）

①特定健康診査を受診した健診機関等で指導
を受ける。受診した健診機関等が特定保健
指導を実施していない場合は、共済組合が
指定するその他の健診機関等にて指導を受
ける。

①職場の定期健康診断を受診し
た場合

②パートタイマー等で勤務先の
事業所が行う定期健康診断を
受診した場合

①共済組合が発行した受診券で
特定健康診査を受診した場合

②パートタイマー等で勤務先の
事業所が行う定期健康診断を
受診した場合

①共済組合が発行した受診券で
特定健康診査を受診した場合

②共済組合が助成する人間ドッ
クを受診した場合

生活習慣病の程度と階層化による保健指導レベル

STEP 1

STEP 2

STEP 3

肥満の
タイプ

腹囲　男８５ｃｍ以上、女９０ｃｍ以上　　　（１）

腹囲は該当しないが、ＢＭＩが２５以上　　　（２）

特定保健指導の対象とならないのは次のいず
れかの場合です。
○高血圧、糖尿病、脂質異常症で服薬中の人
○腹囲も、ＢＭＩも該当しない人

太っていても健康 
生活習慣病の程度

階層化の追加リスク

①～③の合計リスク個数 0個の人 情報提供

特定健康診査から特定保健指導への流れ

[Ａ] 個

単位

①血糖

②脂質

③血圧

④現在の喫煙
リ　ス　ク
あり
なし

1
0

空腹時血糖
ＨｂＡ１ｃ
中性脂肪
ＨＤＬコレステロール
収縮期
拡張期

mg/ｄℓ
%

mg/ｄℓ
mg/ｄℓ
mmHg
mmHg

 ～99
    ～5.1
 ～149
40～

  ～129
   ～84

 100～125
   5.2～6.0
150～299
 35～39
130～139
85～89

 126～
6.1～
300～
～34
140～
90～

 ０
０
０
０
０
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 1

1

1

 1

1

1

基準値

肥満タイプ

リスク 保健指導判定値 リスク リスク受診勧奨判定値

以下、全て満たす場合

（１）
腹囲が　男８５ｃｍ以上　女９０ｃｍ以上

リスク数
１
２
３
4

40～64歳
動機づけ支援
積極的支援
積極的支援
積極的支援

65～74歳 65～74歳40～64歳
動機づけ支援
動機づけ支援
積極的支援
積極的支援

動機づけ支援 動機づけ支援

腹囲は該当しないが　ＢＭＩ２５以上
（2）

以下、どれか１つ該当以下、どれか１つ該当
生活習慣病予備群 生活習慣病予備群

個

特定健康診査受診券配布

特定健康診査受診人間ドック受診

健診結果に基づき階層化

特定保健指導利用券発行

特定保健指導の実施

定期健康診断受診

〔組合員と被扶養者〕〔組合員〕

[Ａ]が1個以上の関連リスク

[Ａ]＋④のリスク合計

〔被扶養者・任意継続組合員とその被扶養者〕

※情報提供：健康づくりのための情報を提供します。
※動機づけ支援：１回の個別面接で生活習慣改善のアドバイスを行い、半年後
に実施状況を確認します。
※積極的支援：個別面接など具体的なアドバイスを行い、半年後に実施状況を
確認します。

※特定保健指導を受けていただく健診機関等については、利用券を配布する際にお知らせします。
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